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海上自衛隊では、育児休業を取得する隊員に代わり、自衛官として勤務していただける方を募集します。 

 

１ 受付期間 

  令和８年６月１７日（水）から令和８年７月１７日（金）まで（締切日必着） 

２ 採用予定数 

  １ 名 

３ 採用予定日 

  令和８年９月中旬頃 

４ 任用予定期間 

  採用日から１年間 

（勤務状況等により最大令和１１年２月１８日まで勤務可能となる場合もあります。 

  また、任用期間が途中で変更になる場合があります。予めご了承下さい。） 

５ 採用予定階級 

  海士長 

６ 従事予定業務 

  庶務一般事務 

７ 勤務予定地 

  第２１航空群司令部（千葉県館山市） 

８ 応募資格 

（１）元海上自衛官、若しくは現に海上自衛隊の予備自衛官で次のすべてに該当する者 

 ○ 海上自衛官としての勤務期間が１年以上の者 

 ○ 海上自衛官退職時の階級が准尉から士長若しくは現に指定されている海上自衛隊の予備自

衛官の階級が士長の者 

○ 年齢１８歳以上で令和１１年２月１８日現在、満５５歳未満の者 

○ 資格及び職域特技の指定はない。 

（２）この試験を受けられない者 

 ア 日本国籍を有しない者 

 イ 自衛隊法第３８条第１項の規定により、自衛隊員となることができない者 

 ○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 

   ○ 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

   ○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を、暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し又はこれに加入した者 

ウ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とす

るもの以外） 

９ 試験日及び試験場所 

（１） 試験日：令和８年８月上旬～令和８年９月上旬 

（試験日は、状況により決定し別途連絡します。） 

（２）試験場所：志願書到着後、別途連絡します。 

（３）種目：口述試験及び身体検査 

１０ 受験手続 

（１）志願書類の請求 

   志願書類は、各都道府県に所在する自衛隊地方協力本部又は海上自衛隊横須賀地方総監部管

理部人事課人事係において取り扱っています。 



   志願書類の送付希望者は、宛先を明記した返信用封筒に切手を貼って同封し最寄りの自衛隊

地方協力本部又は海上自衛隊横須賀地方総監部管理部人事課人事係に請求してください。その

際、「任期付自衛官志願書類」の請求であることを明記してください。また、横須賀地方総監部

のホームページからもダウンロードできます。 

（２）提出書類及び提出先 

志願者は、受験を希望する採用要項の部隊名を明記の上、次の書類を最寄りの自衛隊地方協

力本部又は海上自衛隊横須賀地方総監部管理部人事課人事係に持参又は送付してください。 

項 目     内  容  必要数 

志願票 
所定欄に６か月以内に撮影した写真を貼って下さい。 

（脱帽、上半身、正面向、縦４ｃｍ、横３ｃｍ） 

２部 

（１部複製可） 

自衛隊受験票 志願票と同じ写真を貼ってください。 １部 

返信用封筒 

（角形２号） 
 

宛先を明記し、返信用切手（１８０円）を貼って下さい。 １部 

注：１ 写真は３枚必要となります。本人とわかる鮮明な写真で長時間保存のできるものであればデジタル写真で

も可能です。 

：２ 提出された志願票等は、返却されません。 

 

１１ 合格者への通知 

（１）合格者には海上自衛隊横須賀地方総監部管理部人事課人事係から採用通知を送付します。 

合格の通知時期については、試験時にお知らせします。 

なお、不合格者には通知しません。 

（２）合格の通知時期までは、合否に関する照会には一切応じられません。 

１２ 採用時の給与 

採用予定者の勤務経験などにより決定されます。（自衛官俸給表が適用されます。） 

   ※給与の例： 海士長として採用された場合 

         235,300円～285,000円＋地域手当＋通勤手当等の各種手当 

 

１３ その他 

（１）入隊時に再度身体検査を行いますが、この際、異常のある者は不採用となることがあります

ので健康管理には十分注意してください。 

なお、併せて薬物使用検査を実施します。 

（２）採用されるまでの間に隊員となるにふさわしくない行為があった場合は採用予定を取り消さ

れることがあります。 

（３）受験のための旅費は、各自の負担になります。 

（４）志願書類の提出後に住所等を変更したときには、速やかに下記連絡先へ連絡してください。 

（５）予備自衛官との兼職はできません。 

（６）その他、不明な点については、下記連絡先へお問い合わせください。 

 

 

（連絡先）〒２３８－００４６ 神奈川県横須賀市西逸見町１丁目無番地 

海上自衛隊 横須賀地方総監部管理部人事課人事係 

☏０４６－８２２－３５００（内線２４９０） 


